
▼対 象 者／・１８歳に達する日以降最初の３月３１日までの方。 

・進学等のために住民票を舟形町外に異動していても、親などに扶養されている場合。 

・高校に進学していなくても、親などに扶養されている場合。 

▼助成内容／医療機関等の受診に伴う医療費の自己負担分（保険適用分） 

         入院、入院外、歯科、調剤、柔道整復師にかかる医療費 

          入院の場合は、高額療養費が該当支給された精算後の医療費。 

          学校管理下においてのけが等については災害給付制度を優先。 

         ※助成対象外 ・保健適用外分（予防接種、ワクチン投与、美容整形、妊娠、出産） 

                   ・日常生活による疲れ、肩こり、スポーツによる肉体疲労 

                   ・入院中の食事代、ベッド差額など 

▼申請方法／医療機関で医療費の自己負担分を支払い、後日町に申請することにより、助成対象額 

を払い戻します。（償還払い） 

なお、確定申告で医療費控除としてご利用いただいた領収書は対象とはなりません。 

▼必要なもの／領収書、お子さんの保険証、印鑑、保護者名義の通帳 
 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）０６５５ 

                               

                               

                               

                               

                                                     

 ふたご座とおおぐま座の間に位置していて、

3 等星以下の星のため探すのは難しいですが、

直線的に並んでいる星座です。 

春の星座「やまねこ座」 

 

Ｎｏ．５１１ 

１ 

 

平成３１年

３月８日号 広  報 

町では、平成27年 10月分から高校生世代の医療費の助成を行なっています。 

医療費の支給申請期間は、診療を受けた月の翌月初日から２年以内となりますので、ご注意ください。 

https://4.bp.blogspot.com/-0-JXsf6cels/UZmCKSCxpuI/AAAAAAAATcY/m9VlGkXQOj4/s800/medicine_fukuro.png
https://3.bp.blogspot.com/-pJ-mXFrPtY0/UZSs-RObtEI/AAAAAAAATCA/bjkuw1YTTHc/s800/iryou_choushinki.png
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エコプラザもがみ・リサイクルプラザもがみへの持ち込みごみの処理料金が変わります。 
 

平成 31年４月１日から １８０円／10㎏ になります。 
（現在：140円／10㎏） 

なお、ステーションから回収される一般家庭ごみについては従来どおりです。 

▼問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合業務課 ☎ （22）2674 

          エコプラザもがみ        ☎ （22）3838 

          リサイクルプラザもがみ     ☎ （32）2042 

 

 

 

リサイクルプラザもがみでは、通常土曜日・祝日を休場日としていますが、４月～５月の

大型連休まで次のとおりごみを受け入れます。 

▼受 入 日／４月６日・13日、20日、27日、30日 （29日は休場） 

       ５月１～５日 

▼問い合わせ／最上広域市町村圏事務組合業務課 ☎ （22）2674 

        リサイクルプラザもがみ     ☎ （32）2042 

 

https://1.bp.blogspot.com/-7YklHqlP1TU/VvpdxuJu0hI/AAAAAAAA5SM/jpTVEEgtgWAbBWKhHvcrP8PrG18hUucsQ/s800/job_koumuin_men_women.png
https://2.bp.blogspot.com/-ZQb9xZqXBWI/Vvpdxj-NWnI/AAAAAAAA5SI/lcHtGb2H2ewoK6ucF5Cf8RxkhkgH9Seiw/s800/job_koumuin_yakunin2.png


                               

                               

                               

                               

                               

その１票が新しい時代を創る 

山形県議会議員選挙 
投票日  ４月７日（日） 
投票時間 午前７時～午後７時 

（大平、太折、西又・松橋は午後６時までとなります） 

 

●投票所及び期日前投票所（予定） 

投票所 投票所の施設名称 投票所の区域 

第１投票所 舟形町高齢者コミュニティセンター 野、幅、長尾 

第２投票所 舟形町生涯学習センター 内山、長沢第１・２・３、経壇原 

第３投票所 大平多目的集会所 大平 

第４投票所 舟形小学校 
一の関、舟形第１・２・３・４、紫山、

鼠沢、沖の原、向山、西堀、木友 

第５投票所 舟形町富長交流センター（旧富長小学校） 
小松、長者原、福寿野、馬形、 

富田第１・２ 

第６投票所 太折多目的集会所 太折 

第７投票所 舟形町堀内地区生活改善センター 
瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、 

真木野、新堀 

第８投票所 西又多目的集会所 西又、松橋 

舟形町期日前投票所 

（３月 30日～４月６日） 

舟形町役場保健センター１階会議室 

     時間：午前８時 30分～午後８時 
 ●投票できる方 

 ・平成 13年 ４月 ８日までに生まれた方。 

 ・平成 30年 12月 28日までに舟形町の住民基本台帳に登録され、選挙人名簿に登録されている方。 

 ・平成 30年 11月 28日以降、山形県内の他の市町村に移転した方で、舟形町の選挙人名簿に登録かつ、

転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない方。 

※住基窓口で発行する証明書（無料）の提示等が必要となります。詳しくは問い合わせください。 
 

●投票をするとき 

 ・投票できる時間は、午前７時から午後７時までです。（大平、太折、西又・松橋は午後６時まで） 

 ・投票には、入場券を忘れずに持参ください。 

※入場券を紛失した場合や選挙当日忘れた場合でも、投票はできます。各投票所の係員にお申し出ください。 
 

●期日前投票と不在者投票 

 ・選挙の当日に仕事や冠婚葬祭、旅行等で不在となる予定の方は、３月 30日（土）から４月６日（土） 

まで期日前投票ができます。入場券を持参のうえ、保健センターにお越しください。 

※入場券裏面の「宣誓書」に予めご記入のうえ、お越しください。 

・病院や施設等に入院している方や出稼ぎに行っている方は、病院や出稼ぎ先の市区町村役場で不在者 

投票をすることができます。不在者投票ができる期間は３月 30日（土）から４月６日（土）までです。 

※他市区町村で投票する場合は、不在者投票期間が短いので注意してください。 

 
▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会事務局 ☎（32）2111（内線 231） 

 



平成 31 年度保健事業のお知らせ 

保健センターだより          
◆乳幼児健診及び講座◆ 

月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

4月  9日（火） 
ベビーマッサージ講座
※要事前申込み 

生後 2ヵ月～ 
ハイハイの頃まで 

午前  9時50分～ 
10 時 

保健センター１階 
バスタオル 2枚、オムツ、着替え、防水シーツ、 

ミルク等水分補給できるもの  

4月 19日（金） 

2歳児健診 平成 29年３～５月生 

午後  0時50分～ 
１時 

保健センター１階 母子手帳、問診票、歯の健康手帳 
2歳 6カ月児健診 平成 28年 9～11月生 

１歳児健診 平成 30年 3月生 

保健センター２階 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書 

歯科健診 
フッ素塗布 

平成 28年 6～8月、12月 
平成 29年 1・2月生 

午後  １時～ 
１時 30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、タオル 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪人間ドック≫ 

▼期 日：４月２５日（木） 

▼場 所：最上検診センター 

▼受 付：午前６時 50分～７時 30分 

※対象地区の方には別途通知します。 

◆健康相談◆ 相談日：4月 2日（火）・15日（月） 
≪定期健康相談≫ 時間：午前９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果について）などを行います。ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。 

≪妊婦さんとお母さんの定期健康相談≫ 時間：午前 10時～正午 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による発育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行います。 

ご相談の方は、保健センターへお越しください。保健師と助産師が対応します。 

 ▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係  ☎（３２）０８１０ 

 
 
禁煙するのに早すぎる、遅すぎるということはあり

ません。自分自身や周囲の人のためにも、禁煙して

みましょう！ 

町では、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を

行なった方に治療費の一部を助成しています。詳しく

は問い合わせください。 

≪狂犬病予防注射≫ 

▼期 日：４月８日（月）、９日（火） 

※対象の方には、 

ハガキでご案内します。 

 
 

禁煙してみませんか？ 

 

 


